
和
化
漢
文
資
料
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
助
字
の
用
法

I
　
「
欺
」
　
字
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
-

は
じ
め
に

疑
問
助
字
「
欺
」
字
が
特
に
疑
惑
表
現
と
し
て
単
独
で
文
末
に
使
用
さ
れ
る

用
法
は
、
記
録
語
文
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
用
法
の
存
在

が
「
和
漢
混
清
文
に
与
え
た
記
録
語
文
の
影
響
を
論
ず
る
際
の
一
つ
の
論
拠
に

な
ろ
う
」
こ
と
は
、
夙
に
蜂
岸
明
氏
が
平
安
時
代
記
録
資
料
の
疑
問
表
現
の
調

㌻
⊥

査
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
峰
岸
氏
の
論
は
、
記
録
語
文

の
文
体
的
特
徴
の
記
述
及
び
そ
れ
が
他
の
文
体
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
え
る
上

で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
和
化
漢
文
資
料
全
体

の
中
に
お
け
る
種
々
の
用
字
法
の
差
異
を
指
摘
し
、
用
字
法
の
共
通
性
・
差
異

性
に
基
づ
い
て
和
化
漢
文
資
料
相
互
の
位
置
づ
け
を
行
う
上
で
も
、
有
効
な
指

標
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
平
安
時
代
後
半
期
の
和
化
漢
文
資
料
が
、
判
定
要
求
の
疑
問
表

現
の
助
字
の
使
用
の
実
態
か
ら
、
「
乎
」
　
「
哉
」
を
使
用
す
る
資
料
と
、
「
欺
」

磯

　

　

月

　

　

淳

　

一

を
主
用
す
る
資
料
と
に
分
か
た
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し

て
、
和
化
漢
文
資
料
中
に
異
な
る
用
字
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考

え
る
方
法
の
一
つ
を
提
示
し
て
み
た
い
。

一
、
和
化
漢
文
資
料
の
判
定
要
求
に
お
け
る

助
字
の
使
用
差

I
　
助
字
使
用
の
概
観

本
稿
に
お
い
て
問
題
と
す
る
判
定
要
求
は
、
あ
る
命
題
が
成
立
す
る
か
否
か

(

2

)

を
問
う
疑
問
表
現
の
一
形
式
で
あ
る
。
調
査
資
料
に
お
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ

た
如
く
主
と
し
て
「
乎
・
哉
・
耶
・
欺
」
四
種
の
助
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ

る
。

「
乎
」
字
の
使
用

11

①
同
七
年
十
二
月
中
、
僧
活
碍
間
老
尼
日
、
若
見
異
相
乎
、

(
拾
遺
往
生
伝
・
巻
下
第
三
十
話
)



②
長
治
元
年
春
比
、
南
筑
紫
半
夜
以
前
、
呼
童
子
云
、
夜
明
平
、

(
高
野
山
往
生
伝
・
第
五
話
)

③
命
中
博
陸
云
、
明
日
可
参
内
慎
也
、
而
休
日
行
中
文
之
例
候
平
、

(
水
左
記
・
承
暦
元
年
九
月
二
十
九
日
)

「
哉
」
の
使
用

④
即
席
語
亀
云
、
吾
飛
行
道
、
汝
昆
行
道
、
進
退
毎
事
然
、
能
随
吾
等
言
我
、

(
注
好
選
・
下
十
ウ
二
)

⑤
又
日
、
有
微
妙
絃
歌
之
聾
、
他
人
聞
哉
、
(
続
本
朝
往
生
伝
・
第
三
十
七
話
)

⑥
早
旦
自
博
陸
被
示
云
、
忌
月
参
詣
神
社
之
例
侍
哉
、

(
水
左
記
‥
永
保
元
年
二
月
六
里

「
耶
」
　
の
使
用

⑦
至
河
岸
通
史
、
間
云
、
従
此
過
童
子
郡
、
　
　
(
注
好
適
・
上
二
十
四
ウ
二
)

⑧
玄
孫
関
目
、
汝
是
鬼
魅
耶
、
　
　
　
(
探
要
法
花
験
記
・
下
二
十
四
オ
四
)

⑨
弟
子
是
在
俗
也
、
萬
事
有
悼
、
就
中
漆
調
千
手
・
尊
勝
等
陀
羅
尼
、
烏
有
怖

「
欺
」
の
使
用

刑
、

(
東
山
往
来
拾
遺
・
第
十
六
条
)

⑲
問
云
、
古
今
父
子
共
相
侍
文
章
者
希
欺
、

⑪
先
日
所
召
延
喜
例
御
覧
了
欺
、

⑲
道
黄
東
云
、
昨
日
錐
可
被
立
祈
雨
奉
幣
使
・

(
水
言
紗
二
一
十
一
オ
)

(
雲
州
往
来
二
二
十
七
オ
四
)

・
今
日
又
錐
可
候
同
被
留
欺

劃
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
水
左
記
・
承
暦
四
年
五
月
十
四
旦

こ
れ
ら
助
字
の
使
用
数
を
各
資
料
毎
に
使
用
率
を
付
し
て
表
1
に
示
す
。
概

観
し
て
気
付
く
の
は
、
「
欺
」
字
の
使
用
が
多
く
認
め
ら
れ
る
資
料
と
当
該
字

の
使
用
が
少
な
い
　
(
或
い
は
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
)
資
料
と
が
存
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
例
え
ば
注
好
選
・
探
要
法
花
験
記
・
続
本
朝
往
生
伝
・
拾
遺
往
生

伝
・
高
野
山
往
生
伝
に
お
い
て
は
「
乎
・
哉
・
耶
」
各
字
が
使
用
さ
れ
る
も
の

の
「
欺
」
字
は
全
く
使
用
さ
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
水
言
妙
・
御
堂
関
白
記
・
水
左
記
・
後
二
偵
師
通
記
‥
水
昌

記
で
は
「
欺
」
字
が
主
と
し
て
使
用
さ
れ
、
「
乎
・
哉
」
字
の
任
用
は
「
欺
」

字
に
比
し
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
日
本
国
法
華
経
験
記
・
雲
州
往

来
・
高
山
寺
本
古
往
来
・
東
山
往
来
・
平
安
遺
文
所
収
書
状
の
各
資
料
は
、

「
欺
」
字
を
主
用
す
る
と
は
言
い
疑
い
も
の
の
当
該
字
の
使
用
が
見
ら
れ
る
点

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
態

こ
の
差
異
は
判
定
要
求
に
「
欺
」
字
が
使
用
さ
れ
る
か
、
或
い
は
不
使
用
で

あ
る
か
が
判
断
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
歎
」
字
自
体
は

認
め
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
判
定
要
求
に
使
用
し
な
い
資
料
が
存
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
確
と
な
ろ
う
(
表
2
参
照
)
。

注
好
選
・
探
要
法
花
験
記
・
競
本
朝
往
生
伝
・
拾
遺
往
生
伝
・
高
野
山
往
生

伝
の
各
資
料
は
、
判
定
要
求
で
は
「
欺
」
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
疑
惑
表
現
に
注
目
す
る
と
、
用
例
数
に
多
寡
は
存
す
る
も
の
の
そ
れ
ぞ
れ
に

「
欺
」
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
和
化
漢
文
資

料
に
お
い
て
「
欺
」
字
は
、
疑
惑
表
現
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
判
定
要

求
の
用
法
は
確
実
な
用
例
を
認
め
軽
い
こ
と
が
分
か
る
。

12



責
1
　
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
助
字
の
使
用

表
2
　
和
化
漢
文
資
料
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
「
歎
」
字
の
使
用

永
EI

墾 水 御

.些タ

至 東 高 雲 高 恰 震完 探 大 奉 注

日 且 女 言 蓑

科

名

記 條 記 関 遺 往 往 山 往 朝 法 本 抄 曇
師
通
記

自
記

文
所
収
責i

来 本
古
往
来

来 往
生
伝

生
伝

往
生
伝

花
験
記

琵

輩
経
書実
記

欺 欺 欺 欺 哉 乎 欺 欺 乎 哉 子 子 故 穀 耶
判
定

35 78 60 5 7 6 2 12 1 10 1 1 1 15 5

ノ
要
求
使
用
の

63.6 75.7 87.0 83.3 50 .0 35.3 l(敗0 50 .0 50.0 76.9 50.0 33.3 50 .0 78.9 62.5

哉 哉 哉 洩 欺 耶 乎 耶 乎 哉 哉 欺 哉 哉

19 24 6 1 6 6 7 1 3 1 1 1 4 2

助
字

用

34.6 23.3 8.7 16 .7 42 .9 35.3 29.2 50.0 23.1 50.0 33.3 50.0 22.1 25.0

乎 乎 乎 乎 哉 哉 耶 子
1 1 3 1 3 5 1 1 例

数
1.8 1.0 4.3 7.1 17.6 20.8 由 r元 荘

川
度
数
竺

欺
2

正治

55 103 69 6 14 17 2 24 2 13 2 3 2 19 8 合計

沓 堕 水 御
′空.

平 東 高 雲 高 玲 続 探 大 丞 注 資

【∃ 旦 料

用

法

記 條 記 関 遺 往 寺 往 山 往 朝 法 本
理

華
経
験
記

抄 選
師
通
記

自
記

文
所
収
書
状

来 本
古
往
釆

来 往
生
伝

生
伝

往
生
伝

花
験
記

1 2 l l l I I I l l l l l l 1 説要

8 10 10 1 1 l 1 3 l 2 】 l l 2 l 選要

35 78 60 5 6 2 2 12 l i l l 1 15 l 判要

357 433 145 23 84 21 10 114 16 20 3 8 15 64 1 惑疑

l I l l 1 i l 1 l l I 1 l l l 語反

要
説
=
説
明
要
求

要
選
=
選
択
要
求

要
判
=
判
定
要
求

疑
惑
=
疑
惑
表
現

反
語
=
反
語
表
現



二
、
助
字
の
意
味
・
用
法
の
差
異

判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
い
て
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
る
助
字
の
種
類
に
基

づ
い
て
調
査
資
料
が
大
き
く
二
類
に
分
か
た
れ
る
実
態
を
確
認
し
た
。
次
に
、

こ
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
要
因
に
つ
い
て
、
各
助
字
の
意
味
・
用
法
の

差
異
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
で
、
調
査
資
料
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
助
字
の
使
用
を
概
観
す
る
と
以

(
5
)

下
の
様
に
な
る
。

我　乎

反　反
号五　　三五
DIJ　　　ロJJ

279130

53.359.1

説
明
要
求
5
9

説
明
要
求
1
5
3

29.226.8

判
定
要
求
2
6

判
定
要
求
8
4

耶
説
明
要
求
讐
5
1
・

0
)
判
宴
求
空
鬱
反
語
‖

2敗
疑
品
(
7
6
・

4
)
判
妻
求
誓
1
9
・
6
)
選
択
要
求
3
83.421.616.011.8

そ
の
他
5
(
2
・

3
)

そ
の
他
8
(
L
5
)

そ
の
他
1
(
1
・

9
)

そ
の
他
7
(
0
・

6
)

「
乎
・
哉
」
両
字
が
そ
の
中
心
的
用
法
と
し
て
反
語
表
現
、
ま
た
そ
れ
に
つ

い
で
説
明
要
求
の
用
法
を
担
っ
て
い
る
。
「
耶
」
字
は
説
明
要
求
を
そ
の
中
心

(

6

}

的
用
法
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
欺
」
字
は
、
疑
惑
表
現
を
中
心
的
用

法
と
し
て
担
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
乎
・
哉
・
耶
・
欺
」
各
字
は
い
ず

れ
も
判
定
要
求
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
共
通
の
用
法
を
有
し
っ
つ
も
、

そ
の
中
心
的
な
用
法
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
点
を
お
さ
え
た

上
で
、
以
下
具
体
的
な
意
味
・
用
法
の
違
い
を
確
認
す
る
。

1
　
依
頼
・
勧
誘
表
現

用
例
①
は
、
聖
人
に
法
華
の
法
施
を
行
じ
て
も
ら
え
る
か
否
か
を
問
う
も
の

で
あ
る
。
判
定
要
求
の
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
意
味
的
に
は
肯
定
の
答
を
期
待

し
て
問
い
か
け
る
も
の
で
依
頼
表
現
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
②

③
④
も
依
頼
の
表
現
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
例
で
あ
る
。

ま
た
、
用
例
⑤
は
、
詩
作
の
宴
に
御
来
訪
頂
け
る
か
否
か
を
問
う
も
の
で
、

判
定
要
求
の
形
式
を
取
り
な
が
ら
、
相
手
を
勧
誘
す
る
表
現
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。
⑥
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
表
現
形
式

と
し
て
は
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
相
手
の
意
向
を

問
い
つ
つ
も
、
心
中
で
は
肯
定
の
回
答
を
期
待
し
て
い
る
点
で
依
頼
・
勒
誘
の

表
現
と
解
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
依
頼
・
勒
誘
の
表
現
と
解
す

る
こ
と
の
で
き
る
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
助
字
の
使
用
を
見
る
と
以

{

7

)

下
に
示
し
た
よ
う
に
な
る
。
用
例
数
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の

の
、
「
乎
」
　
「
哉
」
両
字
が
「
欺
」
字
に
比
し
て
よ
り
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

14

①
答
日
・
・
・
聖
人
若
廻
大
悲
賜
法
花
法
施
哉
、

(
探
要
法
花
験
記
・
下
三
オ
七
)

②
左
兵
衛
佐
可
相
訪
學
徒
之
由
云
々
、
貴
殿
若
無
印
陪
令
同
道
給
哉
、

(
雲
州
往
来
二
一
十
一
り
六
)

③
抑
来
廿
日
之
比
、
可
修
小
備
事
侍
可
、
然
者
持
物
餌
助
成
侯
子
、

(
雲
州
往
来
・
五
十
六
オ
八
)

①
依
如
是
論
、
末
一
定
、
仰
貴
房
之
説
教
、

(
東
山
往
来
拾
遺
・
第
五
十
二
条
)



璧
「
自
走
臣
下
住
道
之
期
也
、
悶
欲
命
詩
篇
、
有
御
畷
者
被
光
俵
哉
、

(
雲
州
往
来
・
十
七
オ
こ

⑥
貴
房
早
閃
鮒
二
目
、
被
臨
相
馬
庭
乎
如
何
々
々
、

(
東
山
往
来
・
第
三
十
二
条
)

依
頼
の
表
現

探
要
法
花
験
記
-
「
哉
」
1
例

東
山
往
来
1
「
乎
」
1
例
・
「
欺
」
1
例

雲
州
往
来
-
「
乎
」
6
例
・
「
哉
」
1
例

勧
誘
の
表
現

東
山
往
来
-
「
乎
」
1
例

雲
州
往
来
-
「
哉
」
　
1
例

を
相
手
に
求
め
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
疑
念
と
な
っ
て
い
る
事
に

つ
い
て
「
～
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
」
と
先
ず
説
明
要
求
の

形
で
回
答
を
求
め
て
い
る
旨
を
示
し
、
続
い
て
自
ら
の
見
解
を
提
出
し
、
そ
の

成
否
の
判
定
を
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
「
回
答
を
要
求
す
る
文
」
は
、
「
歎
」
字
の
判
定
要
求
の
疑
問
表
現

に
伴
っ
て
多
く
認
め
ら
れ
る
。

⑦
貴
紙
詔
、
若
有
知
音
之
者
、
載
脂
行
輪
可
赴
某
所
侍
、
但
先
可
申
爵
賞
慶
欺
、

如
此
事
可
賜
教
訓
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
雲
州
往
来
・
六
十
五
オ
七
)

⑧
但
後
朱
雀
院
御
時
長
暦
三
年
八
月
廿
八
日
中
宮
、
[
婚
/
子
]
崩
、
其
年
九

月
御
燈
御
祓
被
修
欺
如
何
、
若
故
殿
御
記
中
被
注
置
者
可
被
尋
給
也
者
、

2
　
回
等
要
求
の
表
現
の
存
在

「
歎
」
字
を
使
用
す
る
判
定
要
求
の
文
に
は
、
回
答
を
要
求
す
る
表
現
が
併

せ
て
述
べ
ら
れ
る
例
の
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
用
例
⑦
は
、
爵
級
に
あ
ず

か
っ
た
慶
び
を
先
ず
述
べ
る
可
き
か
否
か
を
尋
ね
る
も
の
で
あ
る
。
心
中
に
懐

い
て
い
る
疑
念
を
「
～
欺
」
の
文
で
「
～
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
、
更
に
後
に

続
け
て
「
可
賜
教
訓
也
」
と
教
え
を
請
う
て
い
る
。
⑧
㊥
の
例
も
「
可
被
尋
給

也
」
「
可
被
注
給
」
と
い
っ
た
文
を
置
い
て
「
お
教
え
頂
き
た
い
」
と
念
を
押

す
表
現
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
「
欺
」
字
の
判
定
要
求
の
文
は
単
独
で
現
れ
る
他
、
疑
問
詞
を
伴
う

説
明
要
求
の
文
と
共
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
存
す
る
。
用
例
⑲
ゐ
⑲
は
、
疑
念

に
対
し
て
何
ら
か
の
回
答
を
話
者
が
持
っ
て
い
て
、
そ
の
回
答
の
成
否
の
判
定

(
水
左
記
・
承
暦
元
年
九
月
二
日
)
1
5

⑨
又
物
詣
開
所
給
車
案
■
■
■
御
馬
可
返
上
欺
如
何
、
御
堂
御
時
雉
有
如
此
事
、
-

其
沙
汰
不
分
明
、
可
被
注
給
者
、
(
水
左
記
・
承
暦
四
年
十
月
二
十
六
日
)

⑲
今
夜
関
白
有
牛
車
之
宣
旨
、
殿
示
下
官
日
、
再
申
慶
如
何
、
只
一
度
二
被
下

宣
旨
定
こ
テ
可
在
歎
、
　
　
　
　
　
(
水
左
記
・
承
保
二
年
十
月
二
十
七
日
)

⑪
又
可
蒙
大
臣
宣
示
之
人
被
召
之
時
前
々
何
様
我
、
内
竪
欺
如
何
者
、

(
水
左
記
・
承
暦
四
年
八
月
一
日
)

⑲
而
右
大
臣
内
大
臣
共
稀
有
悍
不
被
蓼
、
如
何
可
候
哉
、
上
席
錐
不
被
蓼
可
定

申
敗
者
、

(
水
左
記
・
承
暦
四
年
間
八
月
五
日
)

先
に
、
「
乎
・
哉
・
耶
・
欺
」
各
字
の
用
法
に
つ
い
て
、
「
乎
・
哉
」
両
字



が
反
語
表
現
、
「
欺
」
字
が
疑
惑
表
現
に
お
け
る
使
用
が
中
心
的
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
「
回
答
の
要
求
」
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
考
え
る
と
、
疑
問
表

現
の
形
式
に
お
け
る
反
語
表
現
は
、
表
現
す
る
事
と
は
正
反
対
の
位
置
に
あ
る

回
答
を
発
話
者
が
心
中
に
用
意
し
た
上
で
相
手
に
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
相
手
に
対
し
て
回
答
を
要
求
す
る
と
い
う
意
図
が
強
い
と
解
し
得
る
。

ま
た
説
明
要
求
は
、
疑
問
詞
で
表
さ
れ
る
疑
問
点
に
つ
い
て
相
手
に
説
明
を
求

め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
回
答
を
要
求
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
疑
惑
表
現
は
、
発
話
者
や
執
筆
者
が
自
ら
の
内
心
の
疑
意

を
表
明
す
る
、
も
し
く
は
断
定
を
保
留
し
て
不
定
の
ま
ま
に
表
出
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
相
手
に
対
す
る
回
答
要
求
の
意
図
は
弱
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
乎
」
　
「
哉
」
両
字
は
、
回
答
要
求

の
意
図
が
強
い
反
語
表
現
を
中
心
的
用
法
と
し
て
担
っ
て
い
る
事
か
ら
、
同
じ

く
(
肯
定
の
)
　
回
答
を
期
待
す
る
依
頼
・
勧
誘
の
表
現
に
積
極
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
推
察
さ
れ
、
反
対
に
疑
惑
を
中
心
的
用
法
と
し
て
担
う
「
欺
」
字
は

回
答
要
求
の
意
図
が
弱
い
事
か
ら
、
依
頼
・
勧
誘
の
表
現
に
は
用
い
ら
れ
に
く

い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
同
様
に
、
回
答
を
要
求
す
る
表
現
に
つ
い
て
も
、

「
欺
」
字
の
回
答
要
求
の
意
図
の
弱
さ
を
補
う
た
め
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
理

解
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
欺
」
字
を
以
て
行
わ
れ
る
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
は
、

「
乎
・
哉
」
同
字
の
場
合
に
比
し
て
相
手
に
対
す
る
回
答
の
要
求
が
弱
い
と
考

え
ら
れ
る
。
「
欺
」
字
を
多
く
使
用
す
る
資
料
の
判
定
要
求
に
お
い
て
は
、
回

答
を
強
く
要
求
し
な
い
娩
曲
的
な
表
現
が
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見

通
し
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
判
定
要
求
に
お
い
て
「
欺
」
字
を
主
と
し
て
用
い
る
古
記
録
を

中
心
と
す
る
資
料
群
に
お
い
て
、
「
乎
・
哉
」
　
(
特
に
「
哉
」
)
字
の
使
用
が
少

な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
競
い

て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

3
　
古
記
録
に
お
け
る
「
哉
」
字
の
限
定
的
使
用

古
記
録
に
お
い
て
「
哉
」
字
を
ほ
ぼ
専
用
に
用
い
る
場
合
が
存
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
用
例
⑬
⑱
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
疑
問
の
助
字
「
哉
」
と
否
定
辞
一

「
否
」
と
を
文
末
に
合
わ
せ
て
使
用
し
、
「
～
か
ど
う
か
」
と
尋
ね
る
判
定
冥
　
1
6

求
の
疑
問
表
現
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
欺
」
字
に
比
し
て
「
哉
」
字
が
多
く
用
-

い
ら
れ
る
。

ま
た
、
用
例
⑮
は
白
馬
の
節
会
の
陪
席
に
関
わ
る
奏
上
が
あ
る
か
否
か
を
外

記
に
問
う
場
面
で
、
こ
こ
に
「
哉
」
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
⑮
命
も
同
様
の

例
で
あ
っ
て
、
外
任
の
奏
に
際
し
て
奏
上
を
問
う
会
話
に
お
い
て
「
～
哉
、
～

哉
」
と
「
哉
」
字
を
使
用
す
る
判
定
要
求
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
「
欺
」

字
の
使
用
は
管
見
の
限
り
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
「
哉
」
字
を
専
用
に
使
用
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
`
コ
一

〇
「
～
哉
否
」
　
の
表
現
形
式
・
・
‥
水
昌
記
7
例



⑬
先
是
宣
下
云
、
賀
茂
社
火
事
間
事
、
何
様
可
披
行
我
、
又
齋
王
楔
井
祭
可
延

引
哉
否
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
永
昌
記
・
嘉
承
元
年
四
月
十
三
日
)

⑭
殿
下
仰
云
、
金
神
方
忌
哉
否
、
　
　
(
永
昌
記
・
嘉
承
二
年
四
月
二
十
九
日
)

○
儀
式
の
会
話
を
写
し
た
文
に
お
け
る
「
哉
」
　
の
使
用
・
・
・
水
左
記
1
例

後
二
様
師
通
記
1
5
例
　
江
記
1
3
例

⑮
此
間
令
申
代
官
世
、
外
任
奏
侯
我
、
申
師
平
候
由
、

(
後
二
條
師
通
記
・
寛
治
二
年
正
月
七
日
)

⑯
召
大
外
記
聞
諸
司
具
否
、
上
郷
・
参
議
・
式
司
・
兵
等
候
裁
、
申
候
之

由
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
後
二
條
師
通
記
・
寛
治
七
年
十
一
月
二
十
日
)

⑩
右
府
令
召
使
召
外
記
、
々
々
雅
仲
脆
侯
、
右
府
被
間
日
、
大
舎
候
哉
、
、
、

候
故
、
二
省
候
哉
、
叙
列
候
哉
、
国
柄
候
成
、
雅
仲
毎
度
申
云
、
候
、

(
江
記
・
寛
治
二
年
十
一
月
二
十
一
日
)

以
上
、
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
い
て
「
乎
・
哉
」
字
と
「
欺
」
字
と
に

は
意
味
・
用
法
上
の
差
異
が
存
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ら
の
助
字
が
同
時

に
使
用
さ
れ
る
古
記
録
等
の
資
料
に
お
い
て
は
「
哉
」
字
に
限
定
的
使
用
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
、
判
定
要
求
の
用
字
法
と
和
化
漢
文
資
料
の

ジ
ャ
ン
ル
と
の
相
関
性

判
定
要
求
に
お
け
る
助
字
の
使
用
の
差
異
に
基
づ
い
て
調
査
資
料
を
分
類

(
9
〉

し
、
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
わ
り
を
示
す
と
以
下
の
様
に
な
る
。

○
竺
類
-
仏
教
説
話
・
霊
験
箪
・
往
生
伝

注
好
選
・
大
日
本
国
法
華
経
験
記
・
探
要
法
花
験
記
・
続
本
朝
往
生
伝
・
拾

遺
往
生
伝
・
高
野
山
往
生
伝

「
乎
・
哉
」
字
を
使
用
し
、
「
欺
」
字
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

(
‖
)

○
第
二
類
-
公
家
説
話
・
公
家
日
記
・
古
往
来
　
　
　
　
　
　
　
一

水
音
紗
・
御
堂
関
白
記
・
水
左
記
・
後
二
條
師
通
記
・
永
昌
記
・
雲
州
往
　
1
7

来
・
高
山
寺
本
古
往
来
・
東
山
往
来
・
平
安
遺
文
所
収
書
状
　
　
　
-

「
欺
」
字
を
主
用
し
、
「
乎
・
哉
」
字
の
使
用
も
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
先
に
「
欺
」
字
は
①
疑
惑
表
現
を
中
心
的
用
法
と
し
て
お
り
②
相
手

に
対
す
る
回
答
を
要
求
す
る
性
格
が
弱
い
、
と
い
う
意
味
・
用
法
上
の
帰
納
か

ら
、
判
定
要
求
に
お
け
る
「
欺
」
字
使
用
の
理
由
に
つ
い
て
、
娩
曲
的
な
表
現

が
必
要
で
あ
る
た
め
と
の
想
定
を
行
っ
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
娩
由

表
現
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
表
現
の
内
実
の
検
討
を
通
じ
て
、

用
字
法
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。



1
　
判
定
要
求
の
内
実

先
ず
、
第
一
類
に
見
ら
れ
る
判
定
要
求
は
、
相
手
(
回
答
者
)
自
身
の
事
ま

た
は
相
手
の
行
為
や
経
験
に
つ
い
て
尋
ね
る
も
の
が
多
い
。

用
例
①
は
「
お
前
は
～
か
」
と
相
手
の
正
体
を
問
う
も
の
。
以
下
②
③
④
の

例
は
そ
れ
ぞ
れ
、
相
手
の
行
為
・
経
験
な
ど
を
尋
ね
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、

⑤
の
よ
う
に
「
夜
が
明
け
た
か
」
と
相
手
の
眼
前
の
状
況
を
尋
ね
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
第
一
類
に
お
け
る
判
定
要
求
で
は
、
概
し
て
相
手
の
属
性
や
行
為
・

経
験
な
ど
に
つ
い
て
発
話
者
が
判
断
し
た
事
に
対
し
て
、
相
手
に
成
否
の
判
定

を
求
め
る
表
現
が
多
く
存
し
、
発
話
者
の
側
が
問
題
に
な
る
事
は
明
碓
な
例
が

見
出
せ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
類
に
見
ら
れ
る
判
定
要
求
は
、
第
一
類
と
同
様
の
例

も
⑥
の
よ
う
に
存
す
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
学
芸
や
有
職
故
実
に
関
す
る

先
例
や
あ
り
方
な
ど
を
問
う
も
の
が
多
い
。
用
例
⑦
は
学
芸
に
関
す
る
故
事
を

問
う
も
の
。
⑧
⑨
⑲
は
政
事
の
先
例
や
慣
例
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
外
に
、
発
話
者
乃
至
発
話
者
の
関
わ
る
人
・
場
に
お
け
る
所
為
の

あ
り
方
に
つ
い
て
問
う
も
の
が
あ
る
。
用
例
⑪
⑫
が
こ
れ
に
当
た
る
。

○
第
一
の
類
に
見
ら
れ
る
判
定
要
求

①
客
間
云
、
眉
間
尺
耶
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
注
好
選
・
上
三
十
五
ウ
三
)

(
拾
遺
往
生
伝
・
巻
下
第
二
十
六
話
)

④
菩
薩
日
、
其
餓
鬼
菓
報
也
、
亦
有
苦
患
乎
、(

探
要
法
花
験
記
・
下
二
十
九
ウ
六
)

⑤
長
治
元
年
春
比
、
南
筑
紫
半
夜
以
前
、
呼
童
子
云
、
夜
明
平
、

(
高
野
山
往
生
伝
・
第
五
話
)

○
第
二
の
類
に
見
ら
れ
る
判
定
要
求

⑥
被
談
云
、
日
本
紀
披
見
哉
、
　
　
　
　
　
　
　
　
(
水
言
妙
二
二
十
五
り
)

⑦
匡
衡
序
云
、
塙
池
坑
詩
、
往
来
於
春
宵
之
月
、
春
宵
事
有
所
見
我
、

(
水
音
抄
・
十
三
ウ
)

⑧
蓼
博
陛
殿
、
令
申
博
陸
云
、
明
日
可
参
内
慎
也
、
而
休
日
行
申
文
之
例
侯
一

刊
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
水
左
記
・
承
暦
元
年
九
月
二
十
九
旦
　
1
8

⑨
早
旦
自
博
陸
被
示
云
、
忌
月
参
詣
神
社
之
例
侍
哉
、

(
水
左
記
‥
水
俣
元
年
二
月
六
日
)

⑲
予
令
廣
綱
申
博
陸
云
、
明
日
氏
神
御
祭
也
、
雉
御
忌
日
令
向
宇
治
給
之
事
可

有
悍
欺
如
何
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
水
左
記
・
承
暦
四
年
正
月
二
日
)

⑪
申
時
計
典
薬
頭
雅
忠
朝
臣
入
来
、
鞋
烏
物
忌
相
違
問
云
、
熱
気
内
不
食
之
物
、

其
気
消
散
後
食
之
、
可
有
禁
忌
乎
如
何
、
(
水
左
記
・
承
暦
元
年
八
月
四
日
)

⑲
令
申
陸
博
云
、
今
日
高
尾
國
申
百
師
事
可
令
定
中
也
、
而
右
大
臣
内
大
臣
共

②
見
方
来
至
、
容
顔
美
脛
、
尚
殊
尋
常
、
謂
母
日
、
能
見
吾
形
子
、

(
拾
遺
往
生
伝
・
巻
下
第
二
十
三
話
)

③
法
師
語
傍
人
云
、
香
束
芥
按
、
人
々
聞
之
哉
、

稀
有
憧
不
被
参
、
如
何
可
候
我
、
上
席
姓
不
抜
蓼
可
定
申
欺
者
、

(
水
左
記
・
承
暦
四
年
間
八
月
五
日
)

以
上
、
第
一
及
び
第
二
煩
の
判
定
要
求
の
内
容
を
検
討
し
た
結
果
、
第
一
頸



は
「
相
手
(
回
答
者
)
自
身
の
事
ま
た
は
相
手
の
行
為
や
経
験
に
つ
い
て
問
う

も
の
」
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
の
類
で
は
「
学
芸
や
有
職
故
実
に
関
す

る
先
例
や
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
問
う
も
の
」
　
「
発
話
者
乃
至
発
話
者
の
関
わ

る
人
・
場
に
お
け
る
所
為
の
あ
り
方
を
問
う
も
の
」
が
中
心
的
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。

一
・
二
の
類
の
判
定
要
求
の
内
容
の
最
大
の
違
い
は
、
「
質
問
の
内
容
が
発

話
者
の
所
為
に
関
わ
る
か
否
か
」
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
自
ら
の
所
為

の
あ
り
方
の
判
断
を
相
手
に
仰
ぐ
」
と
い
う
質
問
の
多
さ
が
、
解
答
を
強
く
要

求
す
る
表
現
を
用
い
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

と
が
あ
る
。
表
記
主
体
が
発
話
者
に
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
表
記
主
体

は
「
回
答
者
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
用
例
⑭
は
表
記
主

体
で
あ
る
藤
原
実
兼
が
発
話
者
、
⑮
は
陰
陽
師
道
言
が
発
話
者
で
あ
っ
て
表
記

主
体
で
あ
る
源
俊
房
は
回
答
者
と
な
っ
て
い
る
。
公
家
日
記
は
自
分
が
体
験
し

た
事
を
記
す
も
の
、
水
言
紗
は
大
江
匡
房
の
言
談
を
藤
原
実
兼
が
筆
録
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
会
話
の
場
に
は
表
記
主
体
自
身
が
参
加
し
て
お
り
、
表
記
主
体

と
発
話
者
と
が
一
致
す
る
事
に
な
る
。

○
第
一
の
類

⑬
即
告
傍
入
日
、
北
西
方
有
音
禦
、
又
有
露
香
、
其
音
其
香
、
世
間
無
比
、
測

2
　
各
ジ
ャ
ン
ル
の
表
記
主
体
と
疑
問
表
現
の
発
話
者
と
の
関
わ
り

続
い
て
、
各
ジ
ャ
ン
ル
の
表
記
主
体
と
疑
問
表
現
の
発
話
者
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
疑
問
表
現
の
発
話
者
と
は
、
疑
問
表
現
を
発
す

る
人
物
を
指
し
、
説
話
・
霊
験
記
・
往
生
伝
・
日
記
な
ど
に
お
い
て
は
登
場
人

物
、
古
往
来
に
お
い
て
は
消
息
の
執
筆
者
が
そ
れ
に
当
た
る
。

第
一
類
に
お
い
て
は
、
表
記
主
体
は
疑
問
表
現
の
発
話
者
と
直
接
的
な
関
係

は
な
い
。
疑
問
表
現
を
発
す
る
の
は
「
話
」
　
の
中
の
人
物
で
あ
る
。
用
例
⑬
の

発
話
者
は
前
阿
波
守
高
階
単
行
の
母
で
あ
る
。
表
記
主
体
で
あ
る
三
善
為
康
は

こ
の
会
話
を
話
の
場
面
の
一
部
と
し
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
身
は
会

話
場
面
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
無
い
。

第
二
類
に
お
い
て
は
、
表
記
主
体
は
疑
問
表
現
の
発
話
者
と
同
一
で
あ
る
こ

等
聰
此
音
哉
、
聞
此
束
哉
、

○
第
二
の
類

(
拾
遺
往
生
伝
・
巻
中
第
三
十
語
)
　
1
9

⑭
匡
衡
序
云
、
塙
池
既
詩
、
往
来
於
春
宵
之
月
、
春
宵
専
有
所
見
哉
、

(
水
言
紗
・
十
三
ウ
)

⑮
明
日
欲
逐
之
虚
陰
陽
師
道
言
云
、
依
昔
神
事
鍵
無
御
濯
偽
、
尚
於
社
頭
召
魚

事
可
有
憧
欺
如
何
者
、

(
水
左
記
・
承
暦
四
年
四
月
七
日
)

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
「
欺
」
字
の
使
用
に
違
い
の
あ
る
第
一
類
と
第
二
類

と
の
間
で
は
、
表
記
主
体
と
発
話
者
と
の
関
係
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
よ
う
。
判
定
要
求
の
内
実
・
表
記
主
体
と
発
話
者
と
の
関
係
の
二
つ
の
観

点
か
ら
「
欺
」
字
が
特
に
第
二
類
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
理
由
が
窺
え
る
よ
う



に
思
う
。
こ
の
点
を
更
に
確
認
す
る
た
め
に
、
同
一
の
表
記
主
体
が
ジ
ャ
ン
ル

の
異
な
る
文
章
を
書
い
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
判
定
要
求
の
助
字
使
用
の
比

較
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

3
　
江
記
に
見
る
判
定
要
求
の
疑
問
表
現

-
続
本
朝
往
生
伝
と
の
比
較
か
ら
ー

表
3
に
掲
げ
た
江
記
と
続
本
朝
往
生
伝
と
は
共
に
大
江
匡
房
の
著
作
で
あ
っ

て
、
前
者
は
日
次
記
、
後
者
が
往
生
伝
と
同
一
の
表
記
主
体
が
異
な
る
ジ
ャ
ン

ル
の
文
章
を
書
い
た
場
合
の
例
と
し
て
取
り
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
資
料
に
お
け
る
判
定
要
求
の
助
字
の
使
用
を
見
る
と
、
江
記
で
は

「
欺
」
字
の
使
用
率
が
五
七
・
八
%
と
高
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
続
本

朝
往
生
伝
で
は
「
欺
」
字
の
使
用
が
高
い
と
は
認
め
が
た
い
様
相
を
示
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
競
本
朝
往
生
伝
の
判
定
要
求
は
全
部
で
二
例
と
、
比
較
に
供
す

表
3
　
　
　
　
　
*
(
　
)
内
の
数
値
は
判
定
要
求
に
お
け
る
各
助
字
の
使
用
率

襲 江

記

棄
璽

伝

料

用　助
法　 字

1 8 判

乎

定
50.0 6.3 要

求

l 4
疑
惑

I
46
正 9

型
テE
要
求 哉

l l 疑
惑

1 74 判

欺

宴
50.0 57 .8

求

3 2 17
疑
惑

る
に
足
る
用
例
数
を
満
た
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
先
の
表
1
の

往
生
伝
の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、
当
該
資
料
の
用
字
法
は
そ
の
範
囲
か
ら

逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
判
定
要
求
の
助
字
の
使
用
の
差
異
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性

と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

む
す
び

和
化
漢
文
資
料
の
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
い
て
、
「
乎
」
　
「
哉
」
両
字

を
使
用
す
る
資
料
と
「
欺
」
字
を
主
用
す
る
資
料
と
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
助
字
の
使
用
の
問
題
と
し
て
、
以
下
の
点
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。

①
第
一
類
(
仏
教
説
話
・
霊
験
記
・
往
生
伝
)
　
で
は
、
判
定
要
求
の
疑
問
表

現
に
「
乎
」
「
哉
」
　
(
「
耶
」
)
字
を
使
用
す
る
。
「
欺
」
字
の
任
用
は
疑
惑

表
現
に
限
ら
れ
る
。

⑦
第
二
類
(
公
家
説
話
・
公
家
日
記
・
古
往
来
)
　
で
は
、
判
定
要
求
の
疑
問

表
現
に
「
欺
」
字
を
主
用
す
る
。
「
乎
」
「
哉
」
字
の
使
用
も
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
「
哉
」
字
は
、
「
～
哉
否
」
　
の
表
現
形
式
・
外
任
奏
な
ど

特
定
の
場
に
お
け
る
会
話
の
表
記
に
限
定
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
差
異
を
支
え
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
「
歎
」
字
と
「
乎
」

「
哉
」
両
字
と
の
「
中
心
的
用
法
の
違
い
」
及
び
「
回
答
の
要
求
性
の
違
い
」

が
考
え
ら
れ
、
会
話
に
お
い
て
相
手
(
回
答
者
)
　
に
回
答
を
強
く
要
求
す
る
こ
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と
を
避
け
る
娩
曲
的
な
表
現
を
行
う
資
料
に
お
い
て
「
欺
」
字
が
多
く
認
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

さ
て
、
疑
惑
表
現
を
中
心
に
使
用
の
認
め
ら
れ
る
「
欺
」
字
は
、
古
記
録
に

(
ほ
)

特
教
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
の
考
察
で
は
、
古
記
録
以
外
の
和
化
漢
文
資
料
に
も
考
察
を
広
げ
た
結

果
、
古
記
録
類
と
は
異
な
っ
た
助
字
の
使
用
を
行
う
資
料
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
に
お
け
る
「
欺
」
字
の
使
用
を
見
る
と
、

往
生
伝
は
「
欺
」
字
を
疑
惑
表
現
に
使
用
し
、
古
記
録
類
に
近
い
様
相
を
見
せ

つ
つ
も
、
判
定
要
求
で
は
こ
れ
を
使
用
し
て
は
お
ら
ず
、
説
話
類
に
近
い
用
字

法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
和
化
漢
文
資
料
の
用
字
法
の

分
類
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
指
標
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
事
象
を
用
字
法

に
限
っ
て
も
、
種
々
の
様
相
を
重
ね
る
こ
と
で
、
一
つ
の
資
料
と
他
の
資
料
と

の
関
わ
り
、
延
い
て
は
和
化
漢
文
資
料
全
体
を
体
系
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
考
え
る
。

注

1
　
問
い
か
け
の
表
現
の
有
無

①
問
云
、
古
今
父
子
共
相
伴
文
章
者
希
欺
、
　
　
　
　
　
(
水
音
抄
・
二
十
一
オ
)

⑦
通
園
愕
日
、
西
方
往
生
之
相
也
、
十
五
日
以
後
桶
屋
月
、
若
十
四
H
可
達
化
歎
、

(
続
本
朝
往
生
伝
・
第
二
十
七
謡
)

会
話
文
を
導
く
形
式
と
し
て
「
問
」
等
疑
問
を
表
す
表
現
が
存
し
て
い
る
場
合
(
①
)

は
判
定
要
求
、
「
日
」
等
疑
問
の
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
(
②
)
に
は
疑
惑
表
現
と
見

な
し
た
。

2
　
回
答
の
有
無

T
)
蜂
岸
明
「
平
安
時
代
記
録
資
料
に
お
け
る
疑
問
助
字
の
用
法
に
つ
い
て
-
「
欺
」
字

の
用
法
を
中
心
に
⊥
(
「
国
語
学
」
七
一
、
一
九
六
七
年
二
一
月
)

(
2
)
こ
の
「
判
定
要
求
」
は
同
じ
く
文
末
に
疑
問
表
現
を
以
て
行
う
と
こ
ろ
の
「
疑
惑
」

表
現
と
表
現
形
式
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
確
に
判
断
し
難
い
場
合
が
存
す

る
。
本
稿
で
は
、
判
定
要
求
と
疑
惑
表
現
と
を
分
類
す
る
に
際
し
て
以
下
の
よ
う
な

基
準
を
設
け
た
。

③
時
張
敷
悲
痛
云
、
我
母
存
生
之
時
鵠
我
有
退
財
邸
、
家
人
云
、
有
一
重
扇
、

(
注
好
遺
・
上
二
十
二
オ
一
)

◎
甲
云
、
供
養
今
年
難
候
欺
、
劃
堀
ヨ
創
印
可
悦
1
郡
矧
水
域
利
得
萄
已
ヨ
別
呼

(
水
左
記
・
承
暦
四
年
十
一
月
二
十
四
日
)

疑
問
表
現
の
後
に
そ
れ
に
対
す
る
回
答
が
存
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
。
③
で
は
直
接
問
い
か
け
を
表
す
形
式
が
会
話
を
導
く
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、

後
に
「
家
人
云
」
と
回
答
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
判
宴
求
の
疑
問
表
現

と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
①
で
は
「
申
云
、
供
養
今
年
難
候

欺
」
以
下
に
は
回
答
の
文
が
存
し
て
は
お
ら
ず
、
単
に
疑
意
を
表
明
し
た
に
過
ぎ
な

い
疑
惑
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
　
「
欺
」
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
の
み
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ

と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
当
該
字
が
僅
少
で
は
あ
る
も
の
の
判
定

要
求
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
こ

と
と
し
た
。
後
の
考
察
の
結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
再
度
資
料
の
位
置
付
け
を

行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
4
)
長
保
か
ら
元
暦
に
わ
た
る
二
七
四
状
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

(
5
)
調
査
資
料
に
見
ら
れ
る
疑
問
表
現
を
、
説
明
要
求
・
選
択
要
求
・
判
妻
求
・
疑
惑

表
現
・
反
語
表
現
に
分
か
ち
、
助
字
の
使
用
数
を
計
上
し
た
。
こ
の
中
、
使
用
数
の
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多
い
上
位
三
つ
の
用
法
を
取
り
立
て
た
。
(
　
)
内
の
数
値
は
疑
問
表
現
の
各
用
法
に

お
け
る
助
字
の
任
用
度
数
を
百
分
率
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
6
)
　
「
耶
」
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
資
料
に
よ
っ
て
当
該
字
を
使
用
す
る
も
の
と
し
な
い
も

の
と
が
あ
る
。
(
拙
稿
「
平
安
時
代
後
半
期
の
和
化
漢
文
資
料
に
お
け
る
疑
問
助
字
の

用
法
-
表
記
主
体
の
社
会
的
属
性
の
違
い
に
関
わ
る
用
字
法
の
差
某
に
つ
い
て
-
」
、

「
国
文
学
放
」
一
九
九
八
年
三
月
)
よ
っ
て
こ
の
助
字
を
直
接
比
較
に
供
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
「
耶
」
を
使
用
す
る
資
料
に
お
け
る
実
態
を
示
し
、
説
明
要

求
を
主
た
る
用
法
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
め
る
。

(
7
)
調
査
資
料
に
お
い
て
、
明
確
に
依
斬
・
勧
誘
の
表
現
と
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
全
例

を
示
し
た
。

(
8
)
今
回
対
象
と
し
た
調
査
資
料
で
は
、
拾
童
往
生
伝
に
「
～
我
否
」
が
六
例
、
水
左
記

に
「
～
乎
否
」
が
一
例
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
他
、

左
総
記
　
～
哉
否
　
1
5
例
　
　
～
敗
杏
　
3
例
　
　
～
哉
不
　
2
例

春
記
　
～
哉
否
　
8
例

的
記
　
～
改
む
　
l
例
　
　
～
欺
否
　
2
例

の
如
く
、
当
該
表
現
は
古
記
録
に
散
見
す
る
。
「
欺
」
字
の
使
用
も
存
す
る
も
の
の
、

全
体
と
し
て
は
「
哉
」
字
の
使
川
が
擾
勢
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

(
9
)
　
「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
「
文
章
を
類
型
化
し
た
も
の
で
、
特
に
そ

の
表
現
内
容
に
基
づ
い
た
分
類
を
さ
す
」
と
規
定
し
、
使
用
し
て
い
る
。

(
1
0
)
大
日
本
国
法
華
経
験
記
は
、
先
の
分
類
に
お
い
て
は
第
二
顆
に
准
ず
る
も
の
と
し
た
。

し
か
し
、
当
該
資
料
は
判
定
要
求
の
全
用
例
数
が
「
哉
・
欺
」
両
字
合
わ
せ
て
二
例

と
僅
少
で
あ
る
こ
と
、
「
欺
」
字
の
疑
惑
表
現
に
お
け
る
使
用
が
多
く
判
定
要
求
に
お

け
る
任
用
の
少
な
い
こ
と
か
ら
、
仏
教
説
話
・
霊
験
記
・
往
生
伝
の
顆
と
類
似
の
横

内
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
‖
)
古
往
来
は
古
記
録
と
は
異
な
り
、
「
欺
」
字
王
用
に
偏
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
を

要
す
る
。
消
息
と
記
録
と
の
差
異
と
い
う
観
点
か
ら
更
に
詳
し
い
分
析
が
必
要
と
考
え

る
。
ま
た
古
往
来
の
中
、
東
山
往
来
は
「
欺
」
字
王
用
と
は
言
い
難
い
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
し
か
し
、
今
回
は
僅
少
で
は
あ
る
も
の
の
「
欺
」
字
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
第
二
類
に
分
類
し
た
。
今
後
、
個
々
の
資
料
の
性
格
の
違
い
を
考
え
、
古
往
来
内
部
に

お
い
て
更
に
分
類
を
試
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
東
山
往
来
が
他
の
古

往
来
と
は
異
な
っ
た
用
字
法
を
行
っ
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
(
注
6
論
文
)
。

(
1
2
)
注
1
峰
岸
明
氏
論
文
。

[
調
査
文
献
】

○
注
好
選
(
r
古
代
説
話
特
注
好
選
(
原
本
影
印
井
釈
文
)
」
)
○
水
言
抄
(
「
醍
醐
寺
疏
水
言

抄
」
古
典
保
存
会
)
○
大
日
本
国
法
華
経
験
記
(
r
大
日
本
国
法
花
経
験
記
校
本
・
索
引
と

研
究
し
)
○
探
要
法
花
験
記
(
r
醍
醐
寺
蔵
探
要
法
花
験
記
」
)
〇
㍍
本
朝
往
生
伝
(
r
平
安

朝
往
生
伝
桒
」
書
陵
部
)
○
拾
遺
往
生
伝
・
高
野
山
往
生
伝
(
日
本
思
想
大
系
r
往
生
伝

法
華
験
記
」
)
○
雲
州
往
来
(
r
雲
州
往
来
享
棟
木
研
究
と
総
索
引
」
太
・
文
研
究
篇
)
○
東

山
往
来
(
r
日
本
教
科
書
大
系
往
来
編
J
第
一
巻
古
往
来
二
)
)
〇
㍍
山
寺
本
古
往
来

(
高
山
寺
資
料
叢
書
第
二
冊
「
高
山
寺
本
古
往
来
　
表
白
集
」
)
○
平
安
遺
文
所
収
普
状

(
r
平
安
遺
ヌ
ー
)
○
御
堂
関
自
記
(
r
陽
明
文
庫
蔵
本
御
堂
関
白
記
自
筆
本
総
索
引
】
〓
)
)

○
水
左
記
‥
水
呂
記
(
増
補
史
料
大
成
r
水
左
記
永
昌
記
」
)
○
後
二
校
帥
通
記
〓
大
日
本

古
記
録
r
後
二
恨
師
通
記
J
上
中
下
)
○
江
記
(
r
江
記
逸
文
処
成
J
)

用
例
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
論
旨
に
直
接
関
係
し
な
い
場
合
、
用
例
に
附
さ
れ
た
罰

点
は
こ
れ
を
名
略
し
た
。
ま
た
、
理
解
の
任
に
資
す
る
た
め
私
に
読
点
を
補
っ
て
い
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
国
語
学
会
中
国
四
国
支
部
第
四
十
四
回
大
会
(
平
成
十
年
十
一
月
十
四

日
、
於
山
口
大
学
)
　
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
き
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上

ま
た
は
そ
の
他
の
桧
会
に
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
賞
重
な
的
意
見
・
狛
助
言
を
撮
っ

た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

-
　
い
そ
が
い
・
じ
ゆ
ん
い
ち
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
絶
畠
苧
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